
テレビ・インターネット
給水設備からの水漏れの場合は、水道メーターの
元バルブを閉めて担当のセンター（4・5ページ参
照）または緊急連絡センター（裏表紙参照）に修繕
を依頼してください。
また、水道メーター付近へは絶対に物を入れない
でください。物が入っていると修繕ができないう
え、メーターの故障または水漏れの原因にもなり、
他の居住者に迷惑となります。

　漏水が生じた場合

屋上に設置してある集合アンテナ（一部の団地で
はケーブルテレビ）で受信していますので、各住
宅に取り付けられたテレビ端子にテレビを接続し
ていただければ視聴できます。テレビ端子とテレ
ビおよび録画機など周辺機器との相互接続は、そ
れぞれの取扱説明書をお読みください。

　テレビ

公社では光配線方式、VDSL方式、CATV方式に
よるインターネットの利用が可能となる環境の整
備を進めております。
いずれの方式において
もインターネットサービ
スをご利用される際には、
直接お客様からサービス
提供事業者へ利用条件
等をご確認のうえお申し
込みいただくことになり
ます。（団地によっては、
利用できない事業者も
あります。）

　インターネット

厳寒期には、給湯内や給水管内の水が凍結し、破
損することがありますので凍結にご注意ください。
くわしくは「凍結」《19 ページ》をごらんください。

　寒さから給水管・器具を守りましょう

入居・退去の際は、各自でご契約のガス会社に
連絡し、係員の点検を受けてください。

ガ　ス

◎ガス器具は時どき手入れをし、コンロなどは、
火の出る穴をよく掃除しましょう。

◎ガスを使用しない時は器具栓、ガス元コックの
順に確実に閉めましょう。

　また外出前、就寝前には必ず元コックの確認を
お忘れなく。
◎使用しないガスコックにはゴムキャップをきっ
ちりかぶせてください。

　ガスを安全に使用するために

台所の流し回りはガスおよび給水配管をしてい
ます。
湯沸器などを取り付ける場合は、専門の業者に依
頼し取りつけてもらってください。（入居者負担と
なります。）
※ただし、退去時には湯沸器などは撤去してくだ
さい。

　ガス湯沸器取付けについて

◎ガス器具、ゴム管はガス会社の検査済みの優良
品が安心です。

◎ガスゴム管は充分差し込んでゴム管止めでしっ
かり止めましょう。
◎ガスゴム管は時どき点検し、ひび割れやかたく
なったものは早めに取り替えましょう。
◎ガス器具を使用する時は換気を充分に行いま
しょう。
　特に冷房中、暖房中は注意してください。

 修理を依頼される前に
 現　象 お調べいただくところ 処置の仕方
水が
止まらない

流量が
少ない

高温しか
出ない

低温しか
出ない

本体が
がたつく

レバーハンドルが
がたつく

温度調整が
うまくでき
ない

吐水をソフト側
に切り替えても
シャワー側から
水が出る

ガス給湯機と組み合わせてご使用の場
合、能力切替式のものでは適正能力に
セットされていますか。

レバーハンドルは止水位置まで下げて
いますか。（全閉になっていますか）

水側の止水栓は十分に開いています
か。

止水栓で流量を調整す
る。

給湯機の給湯温度・作
動を確認する。

給湯機の給湯温度・作
動を確認する。

ゆるんだねじを締めなお
す。

ゆるんだねじを締めなお
す。

吐水口・切替部の目詰まりはありませ
んか。

本体を固定するねじがゆるんでいませ
んか。

レバーハンドルを固定するねじがゆるん
でいませんか。

レバーハンドルを止水位
置まで下げる。

ガス給湯器の能力を適
正能力にセットする。

吐水口部分にぬるま湯
をかける。

吐水口・切替部の掃除
をする。

止水栓で流量を調整する。

吐水口の掃除をする。

吐水口の掃除をする。

止水栓で流量を調整する。

止水栓で流量を調整する。

止水栓は十分に開いていますか。

給湯機から十分な湯がきていますか。

湯側の止水栓は十分に開いていますか。

湯側・水側の止水栓は調節されていますか。

吐水口の目詰まりはありませんか。

給湯機から十分な湯がきていますか。

吐水口の目詰まりはありませんか。

吐水口は、凍っていませんか。

※上記のような場合は、故障ではありませんが異常に気がついた時は、各戸水道メータ
ーの元栓を閉め、担当の管理センターに連絡してください。

建物共用部分の手引き

屋上は、ベランダのない住宅等で物干し場を設け
ているものを除いては、立入りを禁止しています。

建物の屋上
◎エレベーター内で跳びはねたり、あばれたりす
ると、エレベーターが急にストップして閉じ込め
られることがあります。
◎地震時はエレベーターを使用せず階段を利用
してください。
◎万一途中で停止した場合、エレベーター内天
井の救出口から上に出ることは大変危険です。
あわてずにエレベーター内操作盤のインター
ホンで知らせてください。警報はエレベーター
ホールにある警報盤よりベルが鳴り、同時にイ
ンターホンが通じます。警報音に気付かれた方
は警報盤内のインターホンでエレベーター内
と連絡を取り、すみやかに担当のセンターまた
はエレベーターの保守管理会社に電話してく
ださい。

階段や廊下は皆さま方の共有の玄関口であり、
緊急時は避難通路として利用するものです。また、
コミュニケーションの場としても重要な場所です
から、住宅内と同様にいつもきれいにしておきた
いものです。
◎掃除は、自治会などのルールによるか、皆さま方
の話し合いで、協力して行ってください。
　※階段や廊下は、玄関と同じく完全防水を施し
ていませんので、水を流すと漏水の恐れがあ
ります。

◎すべての階段・廊下は鉄筋コンクリート造りで
できていますので、音がよく反響します。常に静
かに歩くよう心掛けましょう。特に深夜に歩行さ
れる際には気をつけてください。
◎階段室や廊下には、自転車やベビーカーなどの
私物は置かないでください。他の人の通行の迷
惑になりますし、緊急時は避難のさまたげとなり
ます。
　※階段や廊下に物を置くとお子さまが踏台にし
て、転落事故の原因になることがあります。ま
た、手すりの上に観葉植物などを絶対置かな
いでください。

階段と廊下

エレベーターは定期的に点検を行っていますが、
次のことに注意してご利用ください。
◎エレベーターホールおよびエレベーター内に
ゴミを捨てないでください。エレベーターの扉
が円滑に作動しなくなり、故障の原因となりま
す。
◎エレベーター内の床は、防水処理をしていませ
んので、水を流したりしないでください。

エレベーター（昇降機）

各団地には皆さまのつどいの場として、一部の団
地を除いて集会所を設置しています。集会所は
皆さま方の親睦および福利厚生と地域コミュニ
ティの場などに使用していただくことを主な目的
としています。
※特定の政治活動、宗教活動、宿泊などに類する
目的のための使用は、一切お断りしています。
◎集会所の管理･運営は原則、担当のセンターで
行います。

　ただし、自治会で運営している場合もあります。
◎集会所を使用する場合は、事前に担当のセン
ターまたは自治会（運営委員会）に使用の承認
を受けてください。
◎使用の承認を受けたら、所定の方法で使用料
金をお支払いください。

◎使用にあたっては、集会所の規則をよく守り、
他の人に迷惑をかけないよう注意を払ってく
ださい。

集会所
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◎使用後は、必ず後片付けをして掃除し、火気・
戸締りの点検を充分に行い、必ず戸締りのうえ
自治会管理の場合は、鍵を自治会（運営委員
会）に返してください。

共用部の設備

共同生活を支障なく営んでいただくために、階段
と廊下には階段灯・廊下灯を設置していますので、
球の取り替えや清掃などは皆さまで協力して行っ
てください。また、電気代は皆さまで共同負担し
ていただくことになっています。

　階段灯・廊下灯設備

消防設備には屋内消火栓・消火器・警報装置・
誘導灯などがあります。これらの消防設備の近く
には物を置かないでください。火災など緊急時に
使用のさまたげになります。また、これらの設置
場所、使用方法などは日頃から点検しておいてく
ださい。

　消防設備

団地では汚水管が詰まると隣戸に大きな影響を
与えます。たとえば、階上の家庭で間違って不溶
物を便所に流した場合は、その家庭の便所には
影響がなくても汚水管がつまって階下の家庭で
は汚物が逆流しますので、特にご注意ください。
なお、このような場合の汚水管の清掃費は詰ま
りを起こした原因者の負担となります。

　共同汚水管設備

屋外附帯施設の手引き

駐車場

各団地に駐輪場を設置しています。つねにきちん
と整理整頓するよう心掛けましょう。
※駐輪場は全戸分のスペースがありません。皆
さまでよく話し合いをして、不要の自転車又は
バイクは処分したり、またきちんと並べて１台
でも多く収納できるよう工夫してください。

駐輪場

団地によっては、お子さまのための砂場や遊戯施
設を設置しています。
◎小さなお子さまが遊戯施設を使用する際には、
一人で遊ぶと危険ですので、必ず保護者の監
視のもとで遊ばせてください。
◎遊戯施設の本体が腐食して危険な場合や、本
体接合部が外れているなど発見した場合は、担
当のセンターまで連絡してください。公社で修
繕いたします。

公園など

公社住宅の入居者、または同居者であること。
※一部の駐車場では、時間貸しでの使用や団地
外にお住まいの方へ月極契約をしています。
家賃・駐車場使用料の滞納がないこと。

　使用資格

使用料は担当のセンターにお問い合わせくださ
い。（4・5 ページを参照してください。）
保証金は使用料の3ヶ月分です。

　使用料及び保証金

自動車検査証の所有者欄及び使用者欄が入居者、
または同居者であること。
 （但し、割賦販売及びリースの場合は使用者欄が
入居者、または同居者であること。）
自動車の大きさは、長さ500㎝・幅 200㎝以下
であること。（機械式駐車場には別途規格があ
ります。）

　使用可能な車

樹木の剪定、消毒および除草などは、入居者の皆
様の共同負担となります。
また、植栽の管理を自治会で行っている場合は、
次の点に注意してください。
◎植栽が人や車の通行および緊急車両等の通行
の妨げとならないよう管理してください。
　また、車両の出入口などの見通しが確保できる
よう管理してください。
◎植栽が団地の敷地外へはみ出さないようにし
てください。

植　栽

排水施設には
○便所からの汚水管
○台所・浴室などからの雑排水管
○屋上屋根・ベランダの雨水を集めた雨水管が
あります。

各住戸から排出されたそれぞれの排水は、共用
管を通って屋外の桝に集められ、直接下水道管ま
たは汚水処理施設（浄化槽を含む）で浄化され、
最寄りの河川などに放流されています。
排水桝は残飯や土が溜まりやすい構造になって
います。特に大雨のあとなどは土砂が流れ込み、
管を詰まらせる原因になります。また蚊やハエの
発生原因にもなりますので、ときどきフタを開け
土砂やゴミを引き上げてください。
排水管の清掃は定期的に、台所・風呂などの屋
内排水管の清掃にあわせて年一回程度専門業者
により団地全体で一斉に行ってください。
桝のフタには防虫網などで雑物の入らないよう
工夫しましょう。

汚水・排水（雑排水・雨水排水）


